
プリオン専門調査会における審議結果について 

１．審議結果 

厚生労働大臣から食品安全委員会に求められた牛海綿状脳症（BSE）

国内対策の見直しのうち、食用にと畜される健康牛の BSE検査を廃止

した場合に係る食品健康影響評価（平成 27年 12月 18日付け厚生労働

省発生食 1218第 1号）については、第 97回（平成 28年 1月 29日）、

第 98回（平成 28年 2月 24日）、第 99回（平成 28年 3月 28日）、第

100回（平成 28年 5月 26日）、第 101回（平成 28年 6月 16日）にお

いて審議され、審議結果（案）が取りまとめられた。 

審議結果（案）については、幅広く国民に意見・情報を募った後に、

食品安全委員会に報告することとなった。 

２．牛海綿状脳症（BSE）国内対策の見直しに係る食品健康影響評価につ

いての意見・情報の募集について 

上記品目に関する「審議結果（案）」を食品安全委員会ホームページ

等に公開し、意見・情報を募集する。 

１）募集期間 

平成 28年 7月 12日（火）開催の食品安全委員会（第 614回会合）

の翌日の平成 28年 7月 13日（水）から平成 28年 8月 11日（木）ま

での 30日間。 

２）受付体制 

電子メール（ホームページ上）、ファックス及び郵送 

３）意見・情報提供等への対応 

 いただいた意見・情報等を取りまとめ、プリオン専門調査会の座長

の指示のもと、必要に応じて専門調査会を開催し、審議結果を取りま

とめ、食品安全委員会に報告する。 
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要約 

食品安全委員会プリオン専門調査会は、牛海綿状脳症（BSE）国内対策の見

直しに係る食品健康影響評価について、厚生労働省からの要請を受け、公表さ

れている各種文献及び厚生労働省から提出された参考資料等を用いて審議を行

い、それにより得られた知見から、諮問内容のうち、（１）の BSE 検査の検査

対象月齢についての取りまとめを（２）の SRM の範囲より先行して行うことと

した。評価に当たっては、食用にと畜される健康牛の BSE 検査を廃止した場合

の、牛肉及び牛の内臓の摂取に由来する BSE プリオンによる vCJD を含む人の

プリオン病発症の可能性について総合的に評価を行った。 
評価結果の概要は、以下のとおりである。 
 
2013 年 5 月評価以降の発生状況を踏まえると、日本においては、飼料規制等

の BSE 対策が継続されている中では、今後、定型 BSE が発生する可能性はほ

とんどないものとした 2013 年 5 月評価書の評価は、妥当であると考えられる。

また、非定型 BSE に関しては、現在までに得られている知見に基づけば、H-BSE
については、実験動物への感染実験の結果から人への感染の可能性は確認でき

ず、EU における H-BSE の発生頻度は、2 歳齢以上の牛 100 万頭につき、年当

たり 0.07 頭と極めて低い。L-BSE 感染牛の脳組織については人への感染の可能

性が否定できないが、現行の SRM 以外の組織の感染性は極めて低いと考えられ

る。日本又は EU における L-BSE の発生頻度は、2 歳齢以上の牛 100 万頭につ

き、それぞれ年当たり、0.07 頭又は 0.09 頭と極めて低い。また、これまでに、

疫学的に非定型BSE と vCJDを含む人のプリオン病との関連を示唆する報告は

ない。 
以上に基づいて、食品安全委員会プリオン専門調査会は、2013 年 5 月評価書

における評価のとおり、日本における、牛群の BSE 感染状況、BSE プリオンの

侵入リスク低減措置（輸入規制）、増幅リスク低減措置（飼料規制等）及び曝

露リスク低減措置（食肉処理工程）に加え、牛と人との種間バリアの存在を踏

まえると、牛肉及び牛の内臓（特定危険部位以外）の摂取に由来する定型及び

非定型BSEプリオンによる vCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて

低いと考える。 
 
諮問事項の（１）の BSE 検査の検査対象月齢について、現在と畜場において

実施されている、食用にと畜される 48 か月齢超の健康牛の BSE 検査について
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現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人への

健康影響は無視できる。 
 
家畜への BSE の感染防御には、飼料規制が極めて重要である。飼料規制の実

効性が維持されていることを確認できるよう、高リスク牛を対象とした BSE 検

査により、BSE の発生状況を引き続き確認することが必要である。 
また、引き続き、全てのと畜される牛に対すると畜前の生体検査が適切に行

われなくてはならない。24 か月齢以上の牛のうち、生体検査において、運動障

害、知覚障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症

状を呈するものを対象とする BSE 検査が行われる必要がある。 
なお、本評価においては、現在までに得られている知見を踏まえて評価を行

ったものであるが、非定型 BSE の知見は限られている。そのため、今後、特に

非定型 BSE に係る最新の知見についても、引き続き収集する必要がある。 
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Ⅰ．背景 
１．はじめに 

1990 年代前半をピークとして、英国を中心に欧州において多数の牛海綿状

脳症（BSE）が発生し、1996 年には、世界保健機関（WHO）等において BSE
の人への感染が指摘された。一方、2001 年 9 月には、日本国内において初の

BSE の発生が確認された。こうしたことを受けて、日本では 1996 年に反す

う動物の組織を用いた飼料原料について反すう動物への給与を制限する行政

指導を行い、2001 年 10 月に全ての動物由来たん白質の反すう動物用飼料へ

の使用を禁止するなど、これまで、国内措置及び国境措置から成る各般の BSE 
対策を講じてきた。 
食品安全委員会は、これまで、自ら評価として食品健康影響評価を実施し、

「日本における牛海綿状脳症（BSE）対策について－中間とりまとめ－（2004
年 9 月）」を取りまとめるとともに、厚生労働省及び農林水産省からの要請

を受けて食品健康影響評価を実施し、「我が国における牛海綿状脳症（BSE）

対策に係る食品健康影響評価（2005 年 5 月）」及び「米国・カナダの輸出プ

ログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来

する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性に係る食品健康影響評価

（2005 年 12 月）」について取りまとめた。その後、自ら評価として食品健

康影響評価を実施し、「我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康

影響評価（オーストラリア、メキシコ、チリ、コスタリカ、パナマ、ニカラ

グア、ブラジル、ハンガリー、ニュージーランド、バヌアツ、アルゼンチン、

ホンジュラス、ノルウェー：2010 年 2 月から 2012 年 5 月まで）」を取りま

とめた。 
さらには、2011 年 12 月に厚生労働省からの要請を受けて、国内の検査体

制、輸入条件といった食品安全上の対策全般について、最新の科学的知見に

基づき再評価を行うことが必要とされたことを踏まえ、食品健康影響評価を

実施し、「牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食品健康影響評価（2012
年 10 月及び 2013 年 5 月）」を取りまとめた。引き続き、厚生労働省からの

要請を受け、アイルランド、ポーランド、ブラジル、スウェーデン、ノルウ

ェー、デンマーク、スイス、リヒテンシュタイン及びイタリアについて、日

本に輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康影響評価を取りまとめた

（2013 年 10 月から 2016 年 1 月まで）。 
今般、厚生労働省から、「牛海綿状脳症（BSE）国内対策の見直しに係る

食品健康影響評価」の要請（諮問）があった。 
 
２．諮問の背景 

BSE 国内対策については、2012 年 10 月及び 2013 年 5 月の食品安全委員

会の食品健康影響評価を踏まえ、2013 年 4 月及び 7 月にと畜場におけるスク
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リーニング検査の対象月齢及び特定危険部位（SRM）の範囲が見直された。 
現在の国内措置の根拠の一つである2013年5月の食品安全委員会の食品健

康影響評価では、以下のとおり記載している。 
○2009～2015 年には BSE の摘発頭数はほぼ 0 となり、以降、日本におい

て飼料等を介して BSE が発生する可能性は極めて低くなるものと推定。 
○当面の間、検証を継続することとし、将来的には、より長期にわたる発

生状況に関するデータ及びBSEに関する新たな科学的知見の蓄積を踏ま

えて、検査対象月齢のさらなる引き上げ等を検討するのが適当であると

判断した。 
厚生労働省は、2013 年 7 月から 2015 年末までに食用としてと畜された 48

か月齢超の牛は、BSE スクリーニング検査の結果が全て陰性であり、BSE 感

染牛は発見されておらず、現在のリスクに応じたリスク管理措置の検討が必

要があるとしている。また、国際獣疫事務局（OIE）基準よりも高い水準を維

持する場合には科学的な正当性を明確化する必要がある。なお、欧州連合

（EU）においては、近年、と畜場での BSE スクリーニング検査の対象や SRM
の範囲を見直している。 

 
３．諮問事項 

厚生労働省からの諮問事項及びその具体的な内容は、以下のとおりである。 

 

 牛海綿状脳症（BSE）対策について、以下の措置を講ずること。 
（１）と畜場における BSE 検査について、牛海綿状脳症対策特別措置法（平

成 14 年法律第 70 号）第 7 条第 1 項の規定に基づく検査の対象となる

牛の月齢の改正。 
（２）特定部位について、牛海綿状脳症対策特別措置法第 7 条第 2 項並び

にと畜場法（昭和 28 年法律第 114 号）第 6 条及び第 9 条の規定に基

づき、衛生上支障のないように処理しなければならない牛の部位の範

囲の改正。 
（３）牛のせき柱を含む食品等の安全性確保について、食品衛生法（昭和

22 年法律第 233 号）第 11 条及び第 18 条に基づく規格基準の改正。 
 
（具体的な諮問内容） 

具体的に意見を求める内容は、以下のとおりである。 
（１）検査対象月齢 

食用にと畜される健康牛の BSE 検査について、現行基準を継続し

た場合と廃止した場合のリスクを比較。なお、と畜場での検査は、生

体検査において運動障害、知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状
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が疑われたもの及び全身症状を呈する 24 か月齢以上の牛のみを検査

対象とする。 
（２）SRM の範囲 

現行の「全月齢の扁桃及び回腸遠位部並びに 30 か月齢超の頭部（舌、

頬肉、皮及び扁桃を除く。）、脊髄及び脊柱」から「30 か月齢超の頭

部（舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。）及び脊髄」に変更した場合のリ

スクを比較。 
 



 

10 
 

Ⅱ．評価の考え方 
評価に当たり、諮問事項の（２）SRM の範囲については、飼料規制等を含め

た BSE 対策全般への影響について確認が必要と判断し、今後のリスク管理機関

における整理を踏まえ、検討することとした。このため、本評価書においては、

諮問事項の（１）検査対象月齢について、現在、と畜場において実施されてい

る食用にと畜される 48 か月齢超の健康牛の BSE 検査を廃止した場合のリスク

評価について先行して検討することとした。 
 
１．検査対象月齢の見直しに係る食品安全委員会における過去の評価 

「牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食品健康影響評価②」（以下

「2013 年 5 月評価書」という。）において、飼料規制の有効性の確認に必要

な検証期間及び日本における牛由来の牛肉及び内臓（特定危険部位以外）の

摂取に由来する BSE プリオンによる人での変異型クロイツフェルト・ヤコブ

病（vCJD）発症の可能性について検討を行い、以下のとおり評価した。 
 
・日本における有病率の推定及び将来の発生予測に関する論文によると、2001

年の飼料規制等の BSE 対策が有効に機能した場合、2009～2015 年には

BSE の検出頭数はほぼ０となり、以降、日本において飼料等を介して BSE
が発生する可能性は極めて低くなると推定されている(参照 1-5)。 

・日本においては、牛由来の牛肉及び内臓（特定危険部位以外）の摂取に由

来するBSEプリオンによる人での vCJD発症の可能性は極めて低いと考え

る。 
・EU における BSE 発生の実績を踏まえると、BSE 感染牛は満 11 歳になる

までにほとんど（約 97%）が検出されると推定されることから、出生年月

でみた BSE の最終発生から 11 年以上発生が確認されなければ、飼料規制

等の BSE 対策が継続されている中では、今後、BSE が発生する可能性はほ

とんどないものと考えられる。 
・しかしながら、出生後の経過年数が 11 年未満の出生コホートにおいて仮に

感染があった場合には、発生の確認に十分な期間が経過していないものと

考えられる。このため、当面の間、検証を継続することとし、より長期に

わたる発生状況に関するデータ及びBSEに関する新たな科学的知見の蓄積

を踏まえて、検査対象月齢のさらなる引き上げ等を検討するのが適当であ

ると判断した。 
 
２．評価の基本的考え方 

厚生労働省からの諮問事項及び食品安全委員会における過去の評価を踏ま

え、食品安全委員会プリオン専門調査会は、本評価の考え方について以下の

とおり検討を行った。 
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本評価においては、今後、日本において定型 BSE が発生する可能性が極め

て低い水準に達しているか否かを以下についてそれぞれ検討する。 
 

（１）出生年月で見た定型ＢＳＥの最終発生（2002 年 1 月）より後に出生した

牛について 

2013 年 5 月評価書における発生予測及び 11 年未満の出生コホートの

BSE 検査による検証を踏まえ、出生年月でみた BSE の最終発生から 11 年

以上発生が確認されなければ、飼料規制等の BSE 対策が継続されている中

では、今後、BSE が発生する可能性はほとんどないものとした 2013 年 5
月評価書における評価について再確認する。 

 
（２）出生年月で見た定型ＢＳＥの最終発生（2002 年 1 月）以前に出生した牛

について 

2013 年 5 月評価書における評価以降の日本における BSE サーベイラン

ス及び発生状況等を確認する。 
 

なお、非定型 BSE については、「牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係

る食品健康影響評価①」（以下「2012 年 10 月評価書」という。）において、

発生原因の詳細は不明であるが、報告されている発生状況からは、孤発性で

ある可能性を踏まえて評価を行うことが適切であると判断している。また、

ほとんどの非定型 BSE は、8 歳を超える牛で確認されており、高齢の牛で稀

に発生するものと考えられるとしている。本評価においては、2012 年 10 月

評価書における評価以降の発生状況等を確認する。 
以上を踏まえ、と畜場における健康と畜牛の BSE 検査を廃止した場合の

vCJD を含む人のプリオン病発症の可能性について総合的に評価を行う。 
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Ⅲ．ＢＳＥの現状 
１．世界のＢＳＥ発生頭数の推移 

OIE に対し報告があった BSE の発生頭数は、累計で 190,670 頭（2016 年

5 月末現在）である。発生のピークであった 1992 年には年間 37,316 頭の BSE
発生報告があったが、その後、大幅に減少し、2013 年には 7 頭、2014 年に

は 12 頭、2015 年には 7 頭、2016 年には 5 月末現在で 1 頭の発生にとどまっ

ている（図１）。これは、飼料規制の強化等により主たる発生国である英国

の発生頭数が激減していることに加え、同様に飼料規制を強化した英国以外

の国における発生頭数も減少してきていることを反映している。 
これらのことから、飼料規制の導入・強化により、国内外ともに BSE の発

生リスクが大幅に低下していることがうかがえる。なお、発生が最も多い EU
において確認された BSE 検査陽性牛の平均月齢については、2001 年では健

康と畜牛が 76 か月齢、高リスク牛が 89 か月齢であったが、2013 年には各々

147 か月齢、160 か月齢となっており、上昇傾向にある(参照 6)。 
EU 等における BSE 検査頭数（2001～2014 年）は約 1 億 1,281 万頭（表

１）である(参照 6)。 
また、食品安全委員会がこれまで評価を実施した BSE 発生国における 172

か月齢 1以上の定型 BSE の発生状況を表２に示す。 

                                            
1 2016 年 5 月末現在、日本では 2002 年 1 月に出生した 1 頭を最後に BSE は 172 か月（約

14 年）の間、発生していない。 
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 1 

資料は、2016 年 5 月 31 日現在の OIE ホームページ情報に基づく。 
＊1：うち 1 頭はアメリカで確認されたもの。 
＊2：カナダの累計数は、輸入牛における発生を 1 頭、米国での最初の確認事例（2003 年 12 月）1 頭を

含んでいる。 
 

図１ 世界におけるＢＳＥ発生頭数の推移 



 

14 

表１ ＥＵ等におけるＢＳＥ検査頭数 

 

検査年 総計  

健康 

と畜牛 

死亡牛 緊急 

と畜牛 

と畜前検査 

異常牛 

臨床的に 

疑われる牛 

疑似患畜 

2001 8,516,227 7,677,576 651,501 96,774 27,991 3,267 59,118 
2002 10,423,882 9,124,887 984,973 182,143 71,501 2,658 57,720 
2003 11,008,861 9,515,008 1,118,317 255,996 91,018 2,775 25,747 
2004 11,081,262 9,569,696 1,151,530 233,002 107,328 3,210 16,496 
2005 10,145,325 8,625,874 1,149,356 266,748 86,826 2,972 13,549 
2006 10,152,335 8,663,348 1,309,132 105,898 66,695 2,344 4,918 
2007 9,737,571 8,277,202 1,313,959 103,219 39,859 1,861 1,471 
2008 10,071,873 8,499,780 1,450,365 76,616 41,655 2,352 1,105 
2009 7,485,918 6,294,547 1,110,975 59,594 18,906 844 1,052 
2010 7,515,151 6,330,807 1,104,532 58,323 20,451 660 378 
2011 6,379,811 5,278,471 1,025,930 57,861 16,743 713 93 
2012 4,813,861 3,765,834 965,021 66,324 15,835 746 101 
2013 3,172,968 2,147,767 936,366 73,657 14,109 1,040 29 
2014 2,307,355 1,385,126 847,981 65,780 7,790 642 36 
合 計 112,812,400 95,155,923 15,119,938 1,701,935 626,707 26,084 181,813 

注）2001 年、2002 年：EU15 か国のみ 
2003 年：EU25 か国及びノルウェー 

 2004 年、2005 年：EU25 か国及びブルガリア、ノルウェー 
 2006 年～2011 年：EU27 か国及びノルウェー 
  2012 年：EU28 か国及びノルウェー 
  2013 年：EU28 か国及びノルウェー、スイス 
 2014 年：EU28 か国及びアイスランド、ノルウェー、スイス 

Report on the monitoring and testing of ruminants for the presence of Transmissible 
Spongiform Encephalopathies（TSEs）in the EU.(参照 6)から作成。 
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表２ 評価済み国における 172か月齢以上の定型ＢＳＥ発生頭数 

（過去の評価時点） 
 
 

検査頭数*1 
BSE 

発生頭数 

  

評価時点 参照 
うち 172か月齢以上

の定型 BSE*2 

頭数 月齢 

日本*3 14,885,489 36 1 185 2013 年 5 月 （参照 7, 8） 

米国 1,079,199 4 0 － 2012年 10月 （参照 9, 10） 
カナダ*4 366,986 20 0 － 2012年 10月 （参照 9, 11） 
フランス*5 

27,128,412 1,023 9 

191, 187, 
185, 183, 
180, 179,  
ほか 3 頭 

2012年 10月 （参照  9, 12, 
13, 14, 15, 16） 

オランダ 4,864,737 88 0 － 2012年 10月 （参照 9, 17） 
アイルランド*6 

7,397,926 1,659 30 

219, 213, 
210, 208, 
201, 197, 
ほか24頭 

2013年 10月 （参照 18, 19） 

ポーランド 5,671,372 75 1 191 2014 年 4 月 （参照 20, 21） 
ブラジル 40,986 2 0 － 2014年 12月 （参照 22） 
スウェーデン 1,114,011 1 0 － 2015 年 4 月 （参照 23） 
ノルウェー 125,810 1 0 － 2015 年 4 月 （参照 24） 
デンマーク 2,687,698 19 1 173 2015 年 7 月 （参照 25, 26） 
スイス 1,016,386 467 1 175 2015年 10月 （参照 27, 28） 
リヒテンシュタイ

ン 
1,529 2 0 － 2015年 10月 （参照 27） 

イタリア 7,307,608 147 1 179 2016 年 1 月 （参照 29, 30） 
*1：検査頭数については、過去の評価時点に記載したサーベイランス頭数の和を記載。 
*2：アイルランドについては、定型か非定型か不明な牛 1 頭を含む。 
*3：日本では、2016 年 4 月末現在で 16,102,561 頭が検査された。 
*4：カナダでは、評価以降、1 頭の定型 BSE（70 か月齢）が確認された。 
*5：フランスでは、評価以降、1 頭の定型 BSE（59 か月齢）及び 5 頭の非定型 BSE が確認さ

れた。 
*6：アイルランドでは、評価以降、1 頭の定型 BSE（65 か月齢）が確認された。 
※フランス及びアイルランドについては、頭数が多いため、月齢については最高齢のものから高

齢順に 6 頭を記載。 
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２．各国のＢＳＥ検査体制 
各国の BSE 検査体制を表３に示した。 
日本においては、48 か月齢超の健康と畜牛を対象としたと畜場における検

査及び 48 か月齢以上の死亡牛等を対象として検査が実施されている（2016
年 5 月末現在）。なお、24 か月齢以上の牛のうち、と畜場の生体検査におい

て、運動障害、知覚障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われたも

の及び全身症状を呈するものも検査の対象とされている。(参照 31, 32) 
 

表３ 各国のＢＳＥ検査体制（２０１６年５月末現在） 

 
日本 EU＊2 米国・カナダ ブラジル 

（参考） 

OIE 
健康と畜牛など 48 か月齢超 

 
－＊3 － － －＊4 

高リスク牛＊1 48 か月齢以

上の死亡牛

等 
（48 か月齢

未満であっ

ても中枢神

経症状を呈

した牛や歩

行困難牛等

は対象） 

48 か月齢超

の高リスク

牛 
（48 か月齢

以下であっ

ても臨床的

に BSE を疑

う牛は対象） 

30 か月齢超

の高リスク

牛、全月齢の

BSE を疑う

神経症状を

呈する牛等 

24 か月齢超

のリスク牛

等 

「管理され

たリスクの

国」は 10 万

頭に 1 頭の、

「無視でき

るリスクの

国」は 5 万頭

に 1 頭 の

BSE 感染牛

の検出が可

能なサーベ

イランス 

＊1 中枢神経症状を呈した牛、死亡牛、歩行困難牛などのこと。 
＊2 ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタインは EU に準ずる。 
＊3 EU では、2013 年以降、食用目的で処理される健康と畜牛の BSE 検査は、ブルガリア、

及びルーマニアを除き、加盟国の判断により実施しなくともよいこととされた(参照 33, 
34)。 

＊4 OIE 基準では、BSE スクリーニング検査の実施を求めていない(参照 35)。 
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３．各国の特定危険部位（ＳＲＭ） 
各国の SRM を表４に示した。 

 

表４ 各国の特定危険部位（２０１６年５月末現在） 

国 SRM 

日本 

・全月齢の扁桃及び回腸（盲腸との接続部分から 2 メートルまでの部分

に限る。）並びに 30 か月齢超の頭部（舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。）

及び脊髄 
・30 か月齢超の脊柱（背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰

椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨

稜及び尾椎を除く。） 
EU 
（無視できるリスクの国） 

・12 か月齢超の頭蓋（下顎を除き脳、眼を含む。）及び脊髄 
 

EU 
（管理されたリスクの国） 

・12 か月齢超の頭蓋（下顎を除き脳、眼を含む。）及び脊髄 
・30 か月齢超の脊柱（尾椎、頸椎・胸椎・腰椎の棘突起及び横突起並び

に正中仙骨稜・仙骨翼を除き、背根神経節を含む。） 
・全月齢の扁桃並びに小腸の後部 4 メートル、盲腸及び腸間膜 

米国 
・30 か月齢以上の脳、頭蓋、眼、三叉神経節、脊髄（尾椎、胸椎及び腰

椎の横突起並びに仙骨翼を除く。）及び背根神経節 
・全月齢の扁桃及び回腸遠位部 

カナダ 
・30 か月齢以上の頭蓋、脳、三叉神経節、眼、扁桃、脊髄及び背根神経

節 
・全月齢の回腸遠位部 

ブラジル 
・全月齢の脳、眼、扁桃、脊髄及び回腸遠位部（70 cm） 

OIE＊ 

（管理されたリスクの国） 
・30 か月齢超の脳、眼、脊髄、頭蓋骨及び脊柱 
・全月齢の扁桃及び回腸遠位部 

＊ OIE は無視できるリスクの国に対して SRM の設定を求めていない(参照 35)。 
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４．各国の飼料規制 

各国における動物由来たん白質の飼料規制のうち、肉骨粉に係る規制状況

を表５に示した。 
日本においては、全ての動物由来たん白質（乳、乳製品等一部のものを除

く。）の反すう動物への給与を禁止するとともに、反すう動物由来たん白質

の全ての家畜への給与を禁止している(参照 36)。 
 

表５ 各国における飼料規制状況（２０１６年５月末現在） 

 給与対象動物 

日本 ＥＵ＊１ 米国・カナダ ブラジル 

反すう 

動物 
豚・鶏 

反すう 

動物 
豚・鶏 

反すう 

動物 
豚・鶏 

反すう 

動物 
豚・鶏 

肉

骨

粉 

反すう

動物 × × × × × ○＊2 × ○＊3 

豚 × ○ × × ○ ○ × ○ 

鶏 × ○ × × ○ ○ × ○ 
＊１ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタインは EU に準ずる。 
＊２牛の SRM を動物用飼料原料として使用することは禁止されている。 
＊３反すう動物の SRM は、人の食用に利用される一部の脳及び脊髄を除き除去・廃棄され、

動物用飼料原料として使用されることはない。 
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Ⅳ．日本におけるＢＳＥサーベイランス及び発生状況 

１．ＢＳＥサーベイランスの概要 

（１） ＢＳＥサーベイランスの経緯と現状 

BSE は、1996 年に家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）上の法

定伝染病として指定され、原因が特定できない疾病の感染が疑われるとし

て家畜保健衛生所に搬入された死亡牛等を対象に BSE 検査が開始された。

さらに、2001 年 4 月から、OIE の勧告に従い、中枢神経症状を呈する牛を

検査対象に追加し、2003 年 4 月からは 24 か月齢以上の全ての死亡牛等に

対して BSE 検査が実施された 2。2015 年 4 月からは、検査対象牛の月齢が

48 か月齢以上に変更された。 
と畜場においては、2001 年 10 月から全月齢の牛を対象に BSE 検査が開

始された 3。また、食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえ、2005 年 8
月から、と畜場での検査対象牛の月齢は、21 か月齢以上とされたが、全都

道府県（保健所設置市を含む。）で 21 か月齢未満の牛についても自主的に

検査が行われていた。さらに、2012 年 10 月評価書及び 2013 年 5 月評価書

における食品健康影響評価を踏まえ、検査対象牛の月齢が、2013 年 4 月か

ら 30 か月齢超、2013 年 7 月から 48 か月齢超とされた。なお、24 か月齢

以上の牛のうち、と畜場の生体検査において、運動障害、知覚障害、反射

又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するものが検

査の対象とされている。 
これらの BSE 検査では、スクリーニング検査として迅速検査法である延

髄閂部を用いた酵素標識免疫測定法（ELISA）が実施されている。また、

スクリーニング検査の結果、陽性となったものについては、確認検査とし

てウエスタンブロット法（WB）及び免疫組織化学法（IHC）が実施される。

確認検査の結果、いずれかの検査結果が陽性の場合、死亡牛等については、

必要に応じて牛海綿状脳症に関する技術検討会の意見を聴きBSEと確定診

断され、と畜段階で摘発されたものについては、牛海綿状脳症の検査に係

る専門家会議において BSE と確定診断される。(参照 31, 32, 37) 
 

（２） サーベイランス水準について 

OIE では、無視できるリスクの国及び管理されたリスクの国に対して、

それぞれ 5 万頭に 1 頭及び 10 万頭に 1 頭の BSE 感染牛の検出が可能なサ

ーベイランスの実施を求めている(参照 35)。 

                                            
2 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14 年法律第 70 号）に基づいて実施。 
3 と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号）及び牛海綿状脳症対策特別措置法に基づいて実施。 
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日本は、2013 年 5 月に無視できるリスクの国の認定を受けており、OIE
が定める 10 万頭に 1 頭の BSE 感染牛の検出が可能なサーベイランスの基

準を満たした検査を引き続き実施している(参照 38)。 
なお、欧州食品安全機関（EFSA）は、2012 年 10 月に科学報告書を公

表し、高リスク牛（全ての臨床症状牛並びに 48 か月齢超のと畜前検査異常

牛、緊急と畜牛及び死亡牛）の検査を実施していれば、EU25 か国における

現行の BSE 検査体制において、健康と畜牛の検査を行わなくても、95%の

信頼水準で、5,355,627 頭に 1 頭の BSE 感染牛の検出が可能であるとして

いる(参照 39)。本評価を受け、欧州委員会（EC）は、2013 年 2 月以降、

健康と畜牛の BSE 検査を廃止できることとした。2016 年 5 月末現在、ブ

ルガリア及びルーマニアを除く EU 加盟国について、本規定が適用されて

いる(参照 33, 34)。 
 

２．ＢＳＥ発生状況 

（１）発生の概況 

日本では、これまでに 16,102,561 頭（2016 年 4 月末現在）の牛を対象

に BSE 検査が実施された(参照 40, 41)。2001 年 9 月の千葉県で確認され

た 1 例目を含めると、36 頭の BSE 検査陽性牛が確認されている。また、

そのうち 34 頭は定型 BSE、2 頭は非定型 BSE（L 型）である。2009 年 1
月に確認された 101 か月齢の死亡牛以降、BSE 検査陽性牛の報告はない

（2016 年 5 月末現在）。なお、BSE の典型的な臨床症状を呈した牛は認め

られていない(参照 7, 8, 42)。 
健康と畜牛の検査対象月齢の48か月齢超への引上げについて評価を行っ

た 2013 年 5 月以降では、899,786 頭が検査の対象とされ、陽性牛は確認さ

れなかった（2016 年 4 月末現在）(参照 40, 41)。 
また、2013 年 5 月評価書では、出生後の経過年数が 11 年未満の出生コ

ホートにおいて仮に感染があった場合には、発生の確認に十分な期間が経

過していないものとし、当面の間、検証を継続することとした(参照 7)。
2013 年 5 月評価書における評価時点で出生後の経過年数が 11 年未満であ

ったコホートのうち、2013 年 5 月末から 2016 年 5 月末現在までの間に 11
年を超えたもの（2002 年 6 月から 2005 年 6 月までの間に出生）について

は、111,907 頭がと畜され又は死亡し、検査の対象とされたことになるが、

BSE 検査陽性牛は確認されなかった(参照 43)。 
日本の BSE 検査頭数及び BSE 検査陽性頭数を表６に示した。 
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表６ 日本の各年度の BSE検査頭数並びに BSE検査陽性数及び確認時の月齢 

 
*1：( )はと畜場で確認された頭数（計 21 例）。2001 年（平成 13 年）9 月に千葉県で確認され

た 1 例目、死亡牛等の検査で確認された 14 例を含め、国内ではこれまでに計 36 頭が BSE
検査陽性牛として確認 。 

*2：2016 年 4 月までの集計。 
*3：非定型 BSE（L 型）1 頭を含む。

 BSE 検査頭数 BSE       確認時の月齢 
（と畜牛） （ 死 亡 牛

等） 
検査陽性

頭数*1 
<21 21 ～

30 
31 ～

48 
49 ～

72 
>72 

2001(平成 13)年度 523,591 1,095 3(2)    3(2)  

2002(平成 14)年度 1,253,811 4,315 4(4)     4(4) 

2003(平成 15)年度 1,252,630 48,416 4(3)  2(2)*3   2(1) 

2004(平成 16)年度 1,265,620 98,656 5(3)   1(0) 1(1) 3(2) 

2005(平成 17)年度 1,232,252 95,244 8(5)    6(3) 2(2)*3 

2006(平成 18)年度 1,218,285 94,749 8(3)    5(2) 3(1) 

2007(平成 19)年度 1,228,256 90,802 3(1)     3(1) 

2008(平成 20)年度 1,241,752 94,452 1(0)     1(0) 

2009(平成 21)年度 1,232,496 96,424 0      

2010(平成 22)年度 1,216,519 105,380 0      

2011(平成 23)年度 1,187,040 104,578 0      

2012(平成 24)年度 1,194,959 106,676 0      

2013(平成 25)年度 447,714 101,337 0      

2014(平成 26)年度 195,640 96,319 0      

2015(平成 27)年度 189,241 65,277 0      

2016(平成 28)年度 14,471 *2 4,564*2 0      

合 計 14,894,277 1,208,284 36(21)  2(2) 1(0) 15(8) 18(11) 
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（２）定型ＢＳＥの感染が確認されたＢＳＥ検査陽性牛の特性 
定型 BSE の感染が確認された BSE 検査陽性牛のうち、最高齢の牛は、

健康と畜牛の BSE 検査で確認された 1992 年 7 月生まれの 185 か月齢の牛

であり、臨床症状等は認められなかった(参照 8)。 
また、定型 BSE 陽性牛を出生年ごとに整理すると、図２に示すように、

定型 BSE の感染が確認された 34 頭のうち 33 頭が、反すう動物用飼料への

全ての動物由来たん白質の使用を禁止した 2001 年 10 月の飼料規制の強化

以前に出生した牛である。また、表７に示す飼料規制が強化された後に出

生した 1 頭は、飼料規制の強化に当たって、飼料の回収等は行われなかっ

たこと等から、飼料規制以前に販売された飼料による曝露の可能性が考え

られている(参照 44)。 
 

 
 

図２ 日本の出生年別の定型ＢＳＥ陽性牛頭数 
 

表７ 飼料規制強化後に生まれたＢＳＥ陽性牛 

 
誕生年月 確認年 月齢 区分 
2002 年 1 月 2003 年 21 か月齢 健康と畜牛 
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３．出生年月で見た定型ＢＳＥの最終発生以前に生まれた牛の飼養頭数 

出生年月で見た定型BSEの最終発生である2002年1月以前に生まれ、2016
年 5 月末現在まで飼養されている牛の頭数は、月齢不明の牛を含めて 21,033
頭（うち乳用種は 777 頭）である。2013 年 5 月評価書における評価時点以降、

2015 年 5 月末現在までに 64,126 頭の 2002 年 1 月以前に生まれた牛（月齢不

明を含む。）がと畜され又は死亡し、検査の対象とされたことになるが、こ

れらに BSE 検査陽性牛は確認されなかった。(参照 43) 
 

４．その他 
日本における平成 26 年度のと畜月齢と頭数の関係及びその累積比率は、図

３のとおりである。 

図３ 日本のと畜月齢と頭数の関係及びその累積比率（平成 26年度） 
 

５．まとめ 
日本では、これまで、健康と畜牛及び死亡牛等を対象とした BSE 検査が実

施されてきた。健康と畜牛の BSE 検査については、食品安全委員会の 2013
年 5 月評価書における評価を踏まえ、2013 年 7 月に対象月齢が 48 か月齢超
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へと変更された。また、死亡牛等の BSE 検査については、2015 年 4 月に検

査対象月齢が 48 か月齢以上へと変更された。 
日本では、上記の BSE 検査に基づき、2016 年 4 月末現在までに 16,102,561

頭の牛を対象に BSE 検査が実施された。その結果、これまでに 36 頭の BSE
検査陽性牛が確認されており、うち 34 頭が定型 BSE であった。2013 年 5 月

評価書における評価以降は、899,786 頭が BSE 検査の対象とされたが、BSE
検査陽性牛は確認されなかった。 
定型 BSE の感染が確認された BSE 検査陽性牛のうち、33 頭は飼料規制強

化前に出生した牛である。一方、飼料規制強化後に出生した 2002 年 1 月生ま

れの 1 頭については、飼料規制以前に販売された飼料による曝露の可能性が

考えられている。 
2016 年 5 月末現在、2002 年 1 月以前に出生した牛で、最も若齢の牛は 172

か月齢であるが、日本においては、健康と畜牛の BSE 検査で確認された 185
か月齢の牛が、これまでに 172 か月齢以上で定型 BSE が確認された唯一の牛

である。当該牛に臨床症状等は認められなかった。 
 
出生年月で見た定型 BSE の最終発生（2002 年 1 月）より後に出生した牛

については、2013 年 5 月評価書における評価時点で、出生後の経過年数が 11
年未満であったコホートにおいて、2013 年 5 月末から 2016 年 5 月末現在ま

での間に 11 年を超えた（2002 年 6 月から 2005 年 6 月の間に出生）111,907
頭がと畜され又は死亡し、検査の対象とされたことになる。その結果、BSE
検査陽性牛は確認されなかった。 

2013 年 5 月評価書では、出生から 11 年という経過年数は飼料規制の有効

性の確認に必要な期間であり、出生後の経過年数が 11 年未満の出生コホート

において仮に感染があった場合には、発生の確認に十分な期間が経過してい

ないものと考えられ、このため、当面の間、検証を継続することとした。上

記の結果は、出生年月で見た定型 BSE の最終発生から 3 年 4 か月の間（2002
年 2 月から 2005 年 6 月までの間）に出生した牛については、出生後 11 年が

経過しても BSE の発生が確認されておらず、これらのコホートにおいて飼料

規制が有効に機能していることを示している（2016 年 5 月末現在）。 
 

一方、出生年月で見た定型 BSE の最終発生（2002 年 1 月）以前に出生し

た牛については、2013 年 5 月評価書における評価時点以降、2016 年 5 月末

現在までに 64,126頭がと畜され又は死亡し、検査の対象とされたことになる。

その結果、BSE 検査陽性牛は確認されなかった。 
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Ⅴ．非定型ＢＳＥについて 
非定型 BSE とは、異常プリオンたん白質（PrPSc）を検出するためのたん白

質分解酵素（Proteinase K；PK）処理において、定型 BSE とは異なる WB の

バンドパターンを示す BSE として、欧州、日本、米国等で少数例報告されてい

るもののことを指す。当該 PK 処理では糖鎖の付加パターンによって区別され

る 3 本のバンドが得られるが、定型 BSE と比較して、非定型 BSE では無糖鎖

PrPSc の分子量が大きいもの（H 型；H-BSE）あるいは小さいもの（L 型；L-BSE
又は BASE）の 2 種類が得られる。(参照 9) 
以下にこれまでに得られた非定型 BSE の発生状況及び非定型 BSE プリオン

の感染性に係る知見について整理する。 
 
１．非定型ＢＳＥの発生状況 

EC の伝達性海綿状脳症（transmissible spongiform encephalopathy；TSE）

のための反すう動物のモニタリング及び検査に関する報告書（以下「TSE レ

ポート」という。）、OIE が公開している各国別の BSE の発生状況、並びに

食品安全委員会がこれまでに評価を行った国における発生状況から整理した

世界の非定型 BSE の発生頭数は、表８のとおりである。また、2001 年から

2015 年までの非定型 BSE の発生頭数は、H-BSE と L-BSE ともにそれぞれ

毎年数頭で推移している（図４、図５）。一方、2001 年以降の全ての BSE
（定型及び非定型 BSE）の発生は、2001 年は 2,215 頭、2002 年は 2,179 頭

であるが、「Ⅲ．BSE の現状」の図１に示すとおり、2003 年以降は減少して

おり、2014 年は 12 頭、2015 年は 7 頭、2016 年には 5 月末現在で 1 頭であ

る。 
なお、OIE は、BSE が発生した場合、各国に対して報告を求めているが、

定型 BSE と非定型 BSE を区別して報告することは求めていない。 



 

26 
 

 

 
表８ 世界の非定型 BSEの発生頭数（2016年 5月末現在）4 
国 H-BSE L-BSE 合計 
チェコ 1 0 1 
デンマーク 0 1 1 
ドイツ 2 3 5 
スペイン 7 8 15 
フランス 16 16 32 
アイルランド 5 0 5 
イタリア 0 5 5 
オランダ 1 3 4 
オーストリア 1 2 3 
ポーランド* 2 13 15 
ポルトガル** 7 0 7 
ルーマニア 0 2 2 
スロベニア 1 0 1 
スウェーデン 1 0 1 
英国 7 9 16 
ノルウェー 1 0 1 
スイス*** 2 0 2 
日本 0 2 2 
米国 2 1 3 
カナダ 1 1 2 
ブラジル 1 0 1 
合計  58 66 124 

 
*  ポーランドについて、TSE レポートでは 14 頭の非定型 BSE が報告さ

れているが、「ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品

健康影響評価」において確認されている 15 頭の非定型について記載し

た。 
** ポルトガルにおいて 2003 年から 2010 年の間に確認されている 97 頭

の BSE 症例の遡り調査はまだ完了していない。 
*** スイスにおいて 2011 年に確認された、H 型及び L 型とは異なるタイ

プの BSE 2 頭については含まない。 

                                            
4 TSE レポート 2001～2014 年、OIE 報告、食品健康影響評価から集計・作成。 
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図４ 全ての BSE及び非定型 BSEの発生の推移（2001年～2015年）5,6 

図５ 世界の非定型 BSEの発生の推移（2001年～2015年）5,6 

                                            
5 TSE レポート (2001～2014 年)、OIE 報告、EFSA 提供資料、食品健康影響評価から集計・

作成。 
6 スイスにおいて 2011 年に確認された、H 型及び L 型とは異なるタイプの BSE 2 頭につ

いては含まない。  
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（１）日本における発生状況 

日本では、これまで 16,102,561 頭（2016 年 4 月末現在）の牛を対象に

BSE 検査が実施されており、2016 年 5 月末現在、2 例の非定型 BSE（L
型）が確認されている。なお、そのうち 23 か月齢で確認された BSE/JP8
は感染実験が行われており、当該牛の脳乳剤をウシのプリオンたん白質

（PrP）を過剰発現する TgBovPrP7マウスに脳内接種した後、本マウスの

脳乳剤を更に TgBovPrP マウス及び野生型マウス（ICR）に脳内接種して 2
世代の経過観察を行ったが、いずれにおいても感染性は認められなかった。

また、WB によれば、当該牛の延髄閂部における PrPSc の蓄積は、定型 BSE
感染牛と比較して 1/1,000 程度であった(参照 45)。以上のことから、2012
年 10 月評価書においては、BSE/JP8 の人への感染性は無視できると判断

した(参照 9)。169 か月齢で確認された BSE/JP24 については、と畜場にお

いて、起立不能の症状を呈した牛であった(参照 8)。また、2 歳齢以上の牛

100 万頭当たりの非定型 BSE の発生頻度は、年当たり L-BSE は 0.07 頭と

なり、H-BSE は日本では確認されていない(参照 8, 43)。 
 

（２）ＥＵにおける発生状況 

2001 年から 2014 年までの EU28 か国における BSE 検査頭数は

112,562,614 頭と報告されている。そのうち、2003 年から 2014 年までに

確認された全ての BSE 検査陽性牛については、型判別検査が実施されてお

り、100 頭が非定型 BSE 陽性とされている。また、2001 年及び 2002 年に

おいても、10 頭の非定型 BSE 陽性牛が確認されている(参照 6, 21)。なお、

2015 年以降では、2016 年 4 月末までに、3 頭の非定型 BSE が確認されて

いる(参照 46)。 
EFSA は、2014 年に公表した科学的意見書において、これまで EU にお

いて検出された H-BSE と L-BSE の症例はほとんどが 8 歳以上と高齢であ

ること、及び有病率が明らかに低いことは、非定型 BSE が孤発性に発生し

ている可能性を示唆している、と報告している(参照 47)。 
EC は、2016 年に公表した TSE レポート 2014 において、EU は 2003

年から 2014年までの間に確認された非定型BSE症例は全て 6歳齢以上（最

若齢の症例でも 75 か月齢）であったとしている(参照 48)。また、2 歳齢以

上の牛 100 万頭当たりの非定型 BSE の発生頻度は、それぞれの加盟国にお

いて、年当たり H-BSE は 0 から 0.61 頭まで、L-BSE は 0 から 0.26 頭ま

での間に収まるとしており、EU 全体においては、2 歳齢以上の牛 100 万頭

当たりの非定型 BSE の発生頻度は、年当たり H-BSE は 0.07 頭、L-BSE

                                            
7 ウシ PrP 過剰発現マウス。ウシの約 10 倍、RⅢマウスの 1,000 倍の感度を示す（Yokoyama 

T. et al., Jpn J Infect Dis. 2007; 60(5):317-320.）。 
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は 0.09 頭であるとしている。また、フランスにおける 2001 年から 2007
年までの 8 歳超の牛 100 万頭当たり発生頻度は、年当たり H-BSE は 1.9
頭、L-BSE は 1.7 頭であったとする報告がある(参照 49)。なお、平成 26
年度における日本の 8 歳超の牛のと畜頭数は、77,360 頭であり、全飼養頭

数の 6.7%である（「Ⅳ．日本における BSE サーベイランス及び発生状況」

図３）。EC においても、非定型 BSE について、低頻度かつ定常的な発生

状況、均質な地理的分布及び高齢で確認されることから、孤発性の疾病で

あることを示唆している。なお、報告書に記載されている検査区分ごとの

非定型 BSE の発生状況に基づいて算出した、区分ごとの割合は、健康と畜

牛が 33.6%、死亡牛が 59.4%、緊急と畜牛が 5.9%、臨床症状牛が 1.1%で

ある(参照 48)。 
 
２．非定型ＢＳＥプリオンの感染性 

非定型 BSE プリオンの人への感染性に関連する知見として、ヒト PrP を発

現するトランスジェニックマウス又はサルを用いた経口投与実験又は脳内接

種実験が報告されている。非定型 BSE プリオンの食品を介した人の健康に及

ぼすリスクを検討するに当たっては、経口投与実験による知見がより実状を

反映しているものと考えられる。 
脳内接種実験がプリオン研究に必要不可欠であることは言うまでもないが、

例えば、投与経路が脳内接種である感染実験では定型 BSE プリオンの経口投

与による牛の 1 ID508が脳内接種による牛の 105.5 ID50に等しいものとする報

告がある(参照 50)ように、経口投与実験と比較すると、投与量当たりの動物

への感染性に大きな乖離が見られ、この点において食品を介した曝露実態を

必ずしも反映するものではない。そこで、ヒト PrP を発現するトランスジェ

ニックマウス及びサルへの感染性に係る知見を、経口投与と脳内接種にわけ

て（１）及び（２）に整理した。 
 

（１）経口投与実験による知見 

Mestre-Frances らは、フランスの L-BSE 野外発生牛の 10 %脳ホモジネ

ートを、(i) 2 か月齢のネズミキツネザル 9（Microcebus murinus）3 頭に 5 
mg 組織量相当及び 1 頭に 50 mg 組織量相当として、(ii) 2 歳齢のネズミキ

ツネザル 2 頭に 5 mg 組織量相当及び 2 頭に 50 mg 組織量相当として、そ

れぞれ経口投与による感染実験を実施した。 
2 か月齢で 5 mg 経口投与された 3 頭中 1 頭は自発運動の低下あるいはバ

                                            
8 50% Infecting Dose（ID50）：接種した動物全体の 50%に感染させると推定される病原体

の量。 
9 ネズミキツネザルは、霊長目原猿亜目コビトキツネザル科に属し、体長 12～14 cm、体重

40～70 g 程度である。 
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ランス欠失等の神経症状を呈した。残りの 2 頭では比較的軽度の同じ臨床

症状が認められた。一方、2 歳齢で 5 mg 経口投与された 2 頭には、投与後

28 か月目まで臨床所見は認められなかった。 
2 か月齢及び 2 歳齢で 50 mg 経口投与された 1 頭中 1 頭及び 2 頭中 1 頭

には、軽度の臨床症状が認められた。なお、以上の症状を呈した 5 頭のう

ち、2 か月齢で 5 mg 経口投与された 1 頭を除く 4 頭の視床・視床下部には、

WB により PrPSc が認められた。同ホモジネートを用いた脳内接種実験につ

いては後述する。(参照 51) 
柴田らは、2 頭のカニクイザルに、日本で発生が報告された 169 か月齢

の L-BSE 感染牛（BSE JP/24）の 20 %脳ホモジネート 5.0 mL の 8 回経口

投与を行った。その結果、2014 年度の報告書においては、2 頭とも投与後

3 年目まで臨床症状は認められておらず、経過観察中とされている。同ホモ

ジネート 0.2 mL を用いた脳内接種実験については後述する。(参照 52-54 ) 
Comoy らは、EFSA が 2011 年に公表した意見書によれば、L-BSE 感染

牛の脳組織 5 g をマカク属のサルに経口投与し、感染が認められたと報告し

ている。なお、本報告については、欧州疾病予防管理センター（European 
Centre for Disesase Prevention and Control；ECDC）が 2010 年に開催し

たワークショップ内で公表されたものである(参照 55)。 
 
（２）脳内接種実験による知見 

Beringue らは、ヒト PrP（コドン 129 M 型）を過剰発現している Tg650 
マウスに、フランスで発生した H-BSE 感染牛（3 頭）又は L-BSE 感染牛

（4 頭）由来脳ホモジネート（2 mg 組織量相当）をそれぞれ脳内接種（そ

れぞれ 6～10 匹）し、その後 2 世代継代（それぞれ 7～11 匹）して臨床所

見の観察及び WB により感染性を調べた。その結果、H-BSE のマウスへの

感染は認められなかった。また、L-BSE については、1 世代目は計 33 匹全

頭に感染が認められ、2 世代目は計 19 頭中 11 頭に感染が認められた。2
世代目の残り 8 頭については、実験継続中とされている。(参照 56) 

Kong らは、イタリアで発生した 2 頭の BASE（L-BSE）牛の 1 %脳ホモ

ジネート 30 μL を、ヒト PrP（コドン 129 M 型）を発現するトランスジェ

ニックマウス（Tg40）10それぞれ 15 匹に脳内接種を行い、その感染性につ

いて調べたところ、WB の結果、それぞれ 15 匹中 9 匹に PrPSc が検出され

た。(参照 57, 58) 
Wilson らは、ヒト PrP（コドン 129MM、MV、VV の各型の遺伝子）を発

                                            
10 内在性 PrP をノックアウトしたマウスの染色体上の任意の位置に、ヒト PrP 遺伝子を人

為的に挿入したマウス。野生型マウスの脳における内在性 PrP の発現量と同程度に発現

していることが確認されている。導入したヒト PrP 遺伝子はコドン 129 が M 型。 



 

31 
 

現する Tg(HuMM)11、Tg(HuMV)11 及び Tg(HuVV)11 マウス（14～29 匹/
群）に、それぞれ BASE（4 頭）又は H-BSE（1 頭）牛由来の脳幹 10%ホ

モジネートを脳内接種（20 µg）する感染実験を実施したところ、病理所見

及び IHC いずれにおいても PrPSc 蓄積又は空胞は認められなかった。さら

に、上記の脳内接種を受けた第 1 世代のマウス由来の 5 %脳ホモジネート

20 μL を同じ系統の Tg(HuMM)、Tg(HuMV)及び Tg(HuVV)マウスに脳内

接種を行ったが、第 2 世代の全てのマウスでも、臨床症状、脳の PrPSc の

蓄積及び空胞形成は観察されなかった。一方、同実験をウシ PrP を発現す

るトランスジェニックマウス（Bov6）を用いて行うと、それぞれ 24 匹中

24 匹又は 23 匹中 17 匹での感染が認められた。これらの結果から、著者ら

は、反すう動物と人の間には明らかな種間の障壁（いわゆる「種間バリア」）

が存在すると考察している。(参照 59, 60) 
Torres らは、ヒト PrP（コドン 129 M 型）を過剰発現している Tg340

マウスに、フランスで発生した H-BSE 感染牛の脳ホモジネート 2mg を脳

内接種し、感染性について調べた。マウスの脳組織の IHC及びWBの結果、

6 匹中全てのマウスに PrPSc は検出されなかった（参照 61）。 
Comoy らは、イタリアの BASE（L-BSE）野外発生牛（15 歳齢）の脳

幹と視床の混合物（25 mg 組織量相当）又は英国で発生した定型 BSE 感染

牛の脳幹（100 mg 組織量相当）をそれぞれカニクイザル 1 頭又は 2 頭に脳

内接種する感染実験を実施した。L-BSE 感染牛の組織中の PrPSc 濃度は、

定型 BSE 感染牛の組織中濃度の 1/10 であった。その結果、L-BSE 感染牛

の脳幹を接種されたサルは、定型 BSE 感染牛の脳幹を接種されたサルに比

べて潜伏期間が短く（それぞれ 21 か月及び 37.5 か月）、生存期間も短か

った（それぞれ 26 か月及び 40 か月）。(参照 62) 
柴田らは、日本で発生した L-BSE 感染牛（BSE JP/24）の 10 %脳ホモ

ジネート 0.2 mL を、2 頭のカニクイザルへ脳内接種する感染実験を実施し

た（経口感染実験については前述のとおり）。その結果、脳内接種された 2
頭は接種後 19～20 か月で発症し、発症期間は 5 か月であった。さらに、脳

内接種により発症した 1 頭のカニクイザルから採材した 10 %脳ホモジネー

トを用いて、2 頭のカニクイザルにそれぞれ 0.2 mL 脳内接種したところ、

接種後 14～16 か月で発症し、発症期間は 6～10 か月であった。(参照 52-54) 
Mestre-Frances らは、フランスの L-BSE 野外発生牛の脳組織 10%ホモ

ジネートをネズミキツネザルに脳内接種（5 mg 組織量相当）する感染実験

を実施した。その結果、脳内接種により 4 頭全てに臨床所見及び WB によ

                                            
11 相同組換えにより、内在性 PrP 遺伝子をヒト PrP 遺伝子に入れ替えたマウス。野生型マ

ウスの脳における内在性 PrP の発現量と同程度に発現していることが確認されている。

導入したヒト PrP 遺伝子はコドン 129 がそれぞれ M/M、M/V 又は V/V 型。 
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り感染が認められた（経口感染実験については前述のとおり）。(参照 51) 
Comoy らは、イタリアで発生した L-BSE 感染牛の脳組織 2.5 mg のカニ

クイザル 1 頭への脳内接種（2.5 mg 組織量相当）及び扁桃内接種（8 mg
組織量相当）による実験を行った。その結果、病理所見、IHC 及び WB に

よって感染が認められ、脳内接種されたカニクイザルの潜伏期は 25 か月で

あった。また、フランスで発生した H-BSE 脳組織のカニクイザル 1 頭への

脳内接種（25 mg 組織量相当）による実験を行った。その結果、投与後 122
か月を経過した時点でも神経症状を呈することなく、生存中とされている。

(参照 63) 
 

３．現行のＳＲＭ以外の部位の摂取によるリスクに係る知見 
健康と畜牛の検査を廃止した場合の、食用の部位における人の健康へのリ

スクを検討するに当たり、非定型 BSE 感染牛の現行の SRM 以外の部位への

PrPSc の分布又は感染実験に係る知見を整理した。非定型 BSE 感染牛の現行

の SRM 以外の部位を、ヒト PrP を発現するトランスジェニックマウス又は

サルへ経口投与した実験の報告は見られない。一方、現行の SRM 以外の部位

への PrPSc の蓄積又は当該部位のウシ型トランスジェニックマウスへの脳内

接種による実験の知見は、以下のとおりである。 
H-BSE 感染牛における PrPSc の末梢組織への分布等については、無症状牛

における知見は報告されていない。一方、臨床症状を呈する H-BSE 実験感染

牛においては、IHC 又は WB により一部の末梢神経組織又は一部の筋肉組織

に蓄積が認められたとの報告がある(参照 64-68)が、臨床症状を呈する実験感

染牛において、ELISA により末梢組織への蓄積が認められなかったとの報告

もある(参照 69)。 
L-BSE 感染牛における PrPSc の末梢組織への分布等については、無症状の

実験感染牛又は野外発生牛において、IHC 又は WB により一部の末梢神経組

織、一部の筋肉組織又は副腎に蓄積が認められたとの報告がある(参照 70, 71)。 
末梢神経組織及び副腎に蓄積が認められたとする報告においては、無症状

の L-BSE 実験感染牛 1 頭の坐骨神経、副腎、腕神経叢及び迷走神経について、

ウシ PrP 発現トランスジェニックマウスへの脳内接種による感染実験が実施

されている。その結果、それら末梢組織に同マウスへの感染性が認められた

が、その感染力価は、延髄閂部の1/1,000より低いものと推定された(参照 70)。 
筋肉組織に蓄積が認められたとする報告においては、無症状の L-BSE 野外

発生牛 1 頭の肋間筋及び殿筋について、ウシ PrP 過剰発現トランスジェニッ

クマウス（Tgbov XV）12の脳内及び腹腔内への同時接種による感染実験が実

                                            
12 Tgbov XV マウスの脳内及び腹腔への接種実験。この試験系によれば、牛の 5 経口 ID50

を持つ BSE 感染牛由来の脳組織の Tgbov XV における感染力価は 107.67 ID50に相当する
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施された。その結果、肋間筋及び殿筋について、それぞれ 7 匹中 1 匹及び 9
匹中 1 匹の同マウスに感染を引き起こし、その潜伏期間はそれぞれ 370 日及

び 498 日であった。なお、この陽性牛の脳組織の感染性も同じ感染実験系を

用いて調べられており、5 匹中 5 匹に感染を引き起こし、その潜伏期間は平均

178 日であった。また、当該牛について、腎臓及び脾臓の感染性も調べられて

いるが、感染性は認められていない。(参照 71) 
臨床症状を呈する L-BSE 感染牛についても、末梢組織における感染性又は

同組織中の PrPSc の蓄積が調べられており、一部の末梢神経組織、一部の筋肉

組織又は副腎に感染性又は PrPSc の蓄積が認められたとする報告がある(参照 
66, 68, 70, 71）。感染性を調べた研究においては、臨床症状を呈する L-BSE
感染牛の各組織をウシ PrP 過剰発現トランスジェニックマウス（Tgbov XV）

の脳内及び腹腔内へ接種したところ、脳組織については 5 匹中 5 匹に平均 186
日間の潜伏期間で感染が認められたのに対し、背最長筋組織については平均

380 日間の潜伏期間で 7 匹中 5 匹に感染性が認められ、腎臓、脾臓及びリン

パ節には感染性が認められなかった(参照 71)。また、末梢神経組織及び副腎

の感染性について調べた別の報告においても、末梢神経組織又は副腎を接種

されたマウスの潜伏期間は、延髄閂部組織に比べて、明らかに長いことが認

められている(参照 70)。一方、臨床症状を呈する L-BSE 実験感染牛であって

も、ELISA によって視床等の脳組織には PrPSc の蓄積が認められたのに対し、

筋肉組織（半腱様筋）と末梢神経組織（顔面神経、坐骨神経、横隔神経）に

は認められていないとする報告がある(参照 69)。また、別の研究においても、

臨床症状を呈する L-BSE 実験感染牛 6 頭において、WB 及びリンタングステ

ン酸処理を組み合わせた WB によって、脳及び脊髄には PrPSc の蓄積が認め

られたが、末梢神経組織及び筋肉組織に加え、脾臓、胸腺、頸部及び腸間膜

リンパ節、肝臓並びに肺には PrPSc の蓄積が認められなかったことが報告され

ている(参照 72)。さらに別の研究でも、臨床症状を呈する L-BSE 実験感染牛

4 頭の脳、脊髄及び三叉神経節には、IHC によって PrPSc の蓄積が認められて

いるが、腸間膜リンパ節、回腸遠位部、口蓋扁桃及び内側咽頭後リンパ節に

は認められていない。ただし、この研究では、IHC によって筋肉組織の筋紡

錘に PrPSc の蓄積が認められている(参照 66)。 
 

４．まとめ 

EC の TSE のための反すう動物のモニタリング及び検査に関する報告書、

OIE が公開している各国別の BSE の発生状況、並びに食品安全委員会がこれ

までに評価を行った国における発生状況から整理した非定型BSEの発生頭数

                                                                                                                                
とされている（Buschmann A. et. al., J Infect Dis. 2005; 192(5):934-42., Wells G.A.H. 
et.al., J Gen Virol. 2007;88(4):1363-1373.）。 
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は、全世界で 124 頭であった（2016 年 5 月末現在）。 
世界における 2001～2015 年の BSE の発生状況を見ると、全ての BSE（定

型及び非定型 BSE）の発生は、2002 年以降発生頭数が大幅に減少しているが、

そのうち、非定型 BSE の発生頭数は H-BSE と L-BSE ともにそれぞれ毎年数

頭で推移している。また、その発生頻度は、EU 全体においては、2 歳齢以上

の牛 100 万頭につき、年当たり H-BSE は 0.07 頭、L-BSE は 0.09 頭である

とされている。なお、日本においては、これまで 2 頭の L-BSE が確認されて

おり、2 歳以上の牛 100 万頭につき、年当たり L-BSE は 0.07 頭であり、H-BSE
は確認されていない。 

EFSA 又は EC は、科学的意見書又は報告書において低頻度かつ定常的な

発生状況、均質な地理的分布及び高齢で確認されることから、孤発性の疾病

である可能性を示唆している。 
 
非定型 BSE プリオンの人への感染性に関連する知見として、ヒト PrP を発

現するトランスジェニックマウス又はサルへの感染実験が報告されており、

投与経路としては、主として経口投与と脳内接種が実施されている。 
非定型BSEプリオンの食品を介した人の健康に及ぼすリスクを検討するに

当たっては、経口投与実験による知見がより実状を反映しているものと考え

られる。 
脳内接種実験がプリオン研究に必要不可欠であることは言うまでもないが、

経口投与実験と比較すると、投与量当たりの動物への感染性に大きな乖離が

見られ、この点において食品を介した曝露実態を必ずしも反映するものでは

ない。 
H-BSE の感染実験の知見については、ヒト PrP を発現するトランスジェニ

ックマウス又はサルへの H-BSE 感染牛脳ホモジネートの経口投与実験によ

る知見は報告されていない。一方、カニクイザルへの脳内接種実験において

も、感染は認められなかったとの報告がある。また、ヒト PrP を過剰発現又

は野生型マウスの内在性 PrP の発現レベルと同程度に発現するトランスジェ

ニックマウスへの脳内接種実験においても、感染は認められなかったとの報

告がある。これまでに、疫学的に vCJD を含む人のプリオン病と H-BSE との

関連を示唆する報告は得られていない。 
L-BSE の感染実験の知見については、カニクイザルへの経口投与による感

染は認められておらず、実験継続中としている報告がある一方、感染が認め

られたとする報告もある。一方、ネズミキツネザルへの L-BSE 感染牛脳ホモ

ジネートの経口投与によって、感染が認められたとの報告もある。なお、脳

内接種実験による知見については、ヒト PrP を野生型マウスの内在性 PrP の

発現レベルと同程度で発現するトランスジェニックマウスへの感染が認めら

れたとの報告がある一方、感染が認められなかったとの報告もある。また、
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カニクイザル又はネズミキツネザルへの脳内接種によって感染が認められた

との報告（うち一つは脳内及び扁桃内接種）がある。また、ヒト PrP を発現

するトランスジェニックマウスへ感染が認められなかった知見においては、

同じ実験をウシ PrP を発現するトランスジェニックマウスを用いて行った結

果感染が認められたことから、著者らは、反すう動物と人の間には明らかな

種間バリアが存在すると考察している。なお、これまでに、疫学的に vCJD
を含むプリオン病と L-BSE との関連を示唆する報告は得られていない。 

 

非定型 BSE 感染牛由来の SRM 以外の組織の実験動物への経口投与実験の

報告は見られない。 
L-BSE については、無症状の牛の末梢神経組織、筋肉組織又は副腎に PrPSc

の蓄積が認められたことが報告されている。また、これら末梢組織を、ウシ

PrP を発現するトランスジェニックマウスに脳内接種することによって、

PrPSc の感染が認められたとする報告がある。しかし、これらの研究において、

末梢神経組織及び副腎については、その感染力価が延髄閂部の 1/1,000 より低

いものとの推定が得られており、筋肉組織については、ウシ PrP を過剰発現

するトランスジェニックマウスを用いる高感度の試験系によって低率での感

染が認められたとするものである。また、臨床症状を呈する牛については、

H-BSE と L-BSE ともに、末梢神経組織、筋肉組織及び副腎の一部に PrPSc

の蓄積を認めたとする報告がある一方、末梢組織での蓄積が認められなかっ

たとする報告もある。 
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Ⅵ．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖＣＪＤ）について 
vCJD は、人の伝達性海綿状脳症（TSE）の一つである。現時点において、直

接的な科学的証拠は確認されていないものの、BSE 感染牛及び vCJD 患者の脳

をマウスに接種する感染実験により感染が認められたこと、原因物質の分子生

物学的性状が類似していたこと、BSE と vCJD の発生数の推移には関連性が認

められたこと等から、BSE 感染牛由来の食品を介して人に感染する可能性のあ

る人獣共通感染症と考えられている。しかしながら、現在では、BSE に対する

様々な管理措置によりBSEの発生が減少し、同様に vCJDの患者数も減少した。

このため、これらの管理措置は、牛のみならず人への感染リスクも大幅に減少

させたものと考えられる（参照 9）。 
食品安全委員会は、2012 年 10 月評価書において、「人の BSE プリオンへの

感受性については、ヒトプリオンたん白質を過剰発現するトランスジェニック

マウスやサルを用いた感染実験結果から、牛と人との間に種間バリアが存在す

ることにより、牛に比べて感受性は低い」と判断した（参照 9）。その後、2012
年 10 月評価書における評価に影響を及ぼすような新たな BSE と vCJD の関連

についての科学的知見は得られていない。 
vCJD の発生状況について以下に整理した。 

 
１．世界のｖＣＪＤ発生状況 

全世界の vCJD 患者発生総数は、2016 年 5 月末現在で、英国国立 CJD サ

ーベイランス研究所(The National CJD Research & Surveillance Unit ：
NCJDRSU)の報告によれば、全世界で 231 例である（図６）。内訳は、英国

が 178 例（輸血による感染事例 3 例を含む。）と最も多く、次いで、フラン

ス（27 例）、アイルランド（4 例）、イタリア（3 例）、オランダ（3 例）、

ポルトガル（2 例）、スペイン（5 例）、米国（4 例）、カナダ（2 例）、サ

ウジアラビア（1 例）、台湾（1 例）、日本（1 例）である 13。英国では、1989
年に牛の特定臓器 14の食品への使用を禁止し、1992 年には牛の頭部の機械的

回収肉（MRM）の食品としての利用を、1995 年には脊柱の MRM の食品と

しての利用を禁止した。さらに、1996 年には 30 か月齢超の牛を食用とする

ことを禁止した（2005 年 9 月に廃止）。英国における患者発生数の推移を見

ると、これらの措置を講じた結果、2000 年をピークに患者数は減少しており、

これまで 1990 年以降の出生者からは、vCJD 患者は確認されていない。(参照 
73-76) 

                                            
13 The National CJD Research & Surveillance Unit(NCJDRSU) 

http://www.cjd.ed.ac.uk/documents/worldfigs.pdf 
14 脳、せき髄、脾臓、胸腺、扁桃及び腸を含む。 
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       図６  年別 vCJD患者発生数 

 
２．日本におけるｖＣＪＤの発生 

厚生労働省が行っている日本の感染症発生動向調査及び研究班のサーベイ

ランスによると、日本における vCJD 患者の発生は、2005 年 2 月に報告され

た 1 例のみである（参照 77）。当該患者は、1990 年 2 月、37 歳の時に、英

国、フランス及びスペインにそれぞれ短期間（合計約 1 か月間）渡航経験が

ある男性で、硬膜移植等の手術歴はなかった。プリオンたん白質遺伝子の変

異はなく、感染経路に関する調査の結果、フランスや日本における感染も否

定できないが、英国における感染の蓋然性が高いと結論付けられている。(参
照 78, 79) 

 
３．ｖＣＪＤの感染に対する遺伝子特性 

 プリオンたん白質遺伝子多型により、129 番目のアミノ酸（コドン 129）に

は、メチオニン/メチオニン（MM）型、メチオニン/バリン（MV）型及びバ

リン/バリン（VV）型（以下それぞれ「MM 型」、「MV 型」及び「VV 型」

という。）15があり、このアミノ酸多型が vCJD の発症リスクに関係する可能

性が示唆されている(参照 55)。これまで英国で報告されている vCJD 患者の

                                            
15 日本人のコドン 129 のアミノ酸多型の割合は、MM 型約 92％、MV 型約 8％、VV 型約

0％(Doh-ura K. et al., Nαture. 1991; 353: 6347, 801-802.)。 
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遺伝子型は、後述する 1 例を除き MM 型であり、この遺伝子型を有する人は

その他の型を有する人に比べて vCJD の潜伏期間が短いか、感受性がより強

いか、又はその両者であると考えられている。(参照 55, 80, 81) 
他方、人のプリオン病であるクールー16では、MV 型は発症までの潜伏期間

が長いことが報告されており、vCJD においてもクールーと同様に潜伏期間が

長いと仮定すれば、今後、MV 型や VV 型の vCJD 患者が確認される可能性

も考えられるとされていた(参照 55, 80, 82)。2016 年 4 月に英国において、

新たに MV 型の vCJD 患者が確認された 17。   
Hilton らは、潜在的な vCJD 患者を調査する目的で 1995～1999 年に 10～

50 歳の英国人 8,318 人から切除された虫垂又は扁桃を、免疫組織化学的手法

を用いて調べたところ、虫垂 1 検体中の 1 個のリンパろ胞に PrP の蓄積が認

められた。また、Hilton らは、1995 年以降に切除された計 12,674 検体の虫

垂又は扁桃について、免疫組織化学的手法を用いて調べたところ、3 検体（う

ち 1 検体は上記の検体と同じもの）の虫垂に PrP の蓄積が認められた。(参照 
83, 84) 

さらに、Wadsworth らは、Hilton らが報告した PrP 蓄積の認められた上

記 3 例のうちの VV 型の 2 例の虫垂を使い、ヒト PrP（コドン 129M 型）を

発現するトランスジェニックマウスの脳内に、組織のホモジネート（0.2～
1％）30 µL を接種し感染性を調べたところ、感染性は認められなかった(参照 
85)。 
その後、Gill らは、2000～2012 年に切除された英国の 32,441 人の虫垂を

IHC で調べた。その結果、16 例に、PrPSc の蓄積が認められた。なお、16 例

のコドン 129 については、MM 型は 8 例、MV 型は 4 例、VV 型は 4 例であ

った。(参照 86) 
 
４．まとめ 

2016 年 5 月末現在、全世界で 231 例の vCJD 患者が報告されている。最も

患者数の多い英国において、これまでの vCJD 患者の発生総数は 178 例であ

る。英国では、1989 年に牛の特定臓器の食品への使用を禁止するなど BSE
に対する様々な管理措置を講じた結果、2000 年をピークにその患者数は減少

している。なお、これまでに、1990 年以降の出生者からは、vCJD 患者は確

認されていない。 
これまで英国で報告されている vCJD 患者の遺伝子型は、1 例（MV 型）を

                                            
16 ニューギニアのフォア族に流行した疾患。フォア族には死者を追悼するための食人の習

慣があり、流行の基盤となった。食人が禁止されるとともに患者数は減少した(Gajdusek 
DC. Science. 1977; 2;197(4307):943-60.)。 

17 The National CJD Research & Surveillance Unit(NCJDRSU) 
http://www.cjd.ed.ac.uk/documents/worldfigs.pdf 
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除き、コドン 129 のアミノ酸多型が MM 型である。こうしたコドン 129 のア

ミノ酸多型と vCJD の潜伏期間との関係についての詳細は不明であるが、今

後、潜伏期間が長いと予想される MV 型や VV 型の vCJD 患者が確認される

場合に備えるとすれば、引き続き適切な vCJD のサーベイランスを継続する

ことは重要である。 
一方、食品安全委員会は、2012 年 10 月評価書において、「ヒトプリオン

たん白質を過剰発現するトランスジェニックマウスやサルを用いた感染実験

結果から、牛と人との間に種間バリアが存在することにより、牛に比べて感

受性は低い」と判断しており、その後の vCJD の発生状況を踏まえても、現

時点では、2012 年 10 月評価書における評価に影響を及ぼす状況ではないと

考えられる。 
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Ⅶ．食品健康影響評価 
食品安全委員会プリオン専門調査会は、「Ⅱ．本評価の考え方」に基づき、

諮問事項（１）の BSE 検査の検査対象月齢についての取りまとめを、（２）の

SRM の範囲より先行して行うこととした。公表されている各種文献及び厚生労

働省から提出された参考資料等を用いて審議を行い、それにより得られた知見

から、食用にと畜される健康牛の BSE 検査を廃止した場合の、牛肉及び牛の内

臓の摂取に由来するBSEプリオンによる vCJDを含む人のプリオン病発症の可

能性について総合的に評価を行った。 
 
１．日本におけるＢＳＥの発生状況 

2016 年 4 月末現在までに、16,102,561 頭の牛を対象に BSE 検査が実施さ

れており、これまでに 36 頭の BSE 検査陽性牛が確認されている。うち 2 頭

は非定型 BSE である。 
農林水産省は、2001 年 10 月に飼料規制を強化し、反すう動物用飼料への

全ての動物由来たん白質の使用を禁止した。また、これら飼料規制に加え、

飼料となる可能性のある動物性加工たん白質等の輸入規制、食肉処理工程に

おける SRM の除去等、各段階における BSE 発生防止対策を併せて実施する

ことにより、2002 年 1 月に出生した 1 頭を最後に、以降 14 年間に出生した

牛に、BSE の発生は確認されていない。 
 

２．出生年月で見た定型ＢＳＥの最終発生（2002年 1月）より後に出生した牛に

ついて 
2013 年 5 月評価書では、「EU における BSE 発生の実績を踏まえると、

BSE 感染牛は満 11 歳になるまでにほとんど（約 97％）が検出されると推定

されることから、出生から 11 年という経過年数は飼料規制の有効性の確認に

必要な期間であり、出生年月でみた BSE の最終発生から 11 年以上発生が確

認されなければ、飼料規制等の BSE 対策が継続されている中では、今後、BSE
が発生する可能性はほとんどないもの」と評価した。一方で、同評価書にお

いて、「出生後の経過年数が 11 年未満の出生コホートにおいて仮に感染があ

った場合には、発生の確認に十分な期間が経過していないものと考えられた。

このため、当面の間、検証を継続することとし、より長期にわたる発生状況

に関するデータ及び BSE に関する新たな科学的知見の蓄積を踏まえて、検査

対象月齢のさらなる引き上げ等を検討するのが適当である」と判断した。 
上述の評価書における評価時点で出生後の経過年数が11年未満であったコ

ホートのうち、2013 年 5 月末から 2016 年 5 月末現在までの間に 11 年を超え

たものは、2002 年 6 月から 2005 年 6 月までの 3 年間に出生したコホートで

ある。この出生コホートは、日本において BSE 検査陽性牛が比較的多く確認

された時期（2002～2005 年）に出生しており、仮に飼料規制が有効でなかっ
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たとすれば、BSE への感染リスクが比較的高かった可能性がある。今回の評

価までに、このコホートに属する牛は 111,907 頭が検査の対象となったが、

BSE 検査陽性牛は確認されなかった。このことは、2001 年以降の飼料規制が、

BSE の感染防止に有効に機能していることを示すものである。 
なお、同評価書においては、前述のとおり「当面の間、検証を継続する」

こととしている。同評価書に記載した日本における有病率の推定及び将来の

発生予測において、「2001 年に強化された飼料規制等の BSE 対策が有効に

機能した場合、2009～2015 年には BSE の検出頭数はほぼ 0 となり、以降、

日本において飼料等を介して BSE が発生する可能性は極めて低くなる」と推

定されていることから、今回の評価において、2016 年 5 月末までの BSE 検

査の実績を確認したところ、2009 年 2 月以降、BSE 検出頭数は 0 であった。 
したがって、出生年月でみた最終発生から 11 年以上発生が確認されなけれ

ば、飼料規制等の BSE 対策が継続されている中では、今後、飼料等を介して

BSE が発生する可能性はほとんどないものとした 2013 年 5 月評価書におけ

る評価は、その後の実際の状況と合致している。 
以上により、2013 年 5 月評価書における評価のとおり、引き続き飼料規制

等の BSE 対策の実効性が維持される限りにおいては、11 年未満の出生コホ

ートを含む出生年月で見た BSE の最終発生（2002 年 1 月）より後に出生し

た牛について、今後、定型 BSE が発生する可能性は極めて低いものと考えら

れる。 
 
３．出生年月で見た定型ＢＳＥの最終発生（2002 年 1 月）以前に出生した牛に

ついて 
2016 年 5 月末現在、出生年月で見た定型 BSE の最終発生（2002 年 1 月）

以前に出生した牛は、172 か月齢以上の高齢牛であり、現在飼養されている頭

数は、月齢不明の牛を含めて 21,033 頭である。 
これらの牛については、飼料規制強化前に出生しており、汚染飼料に曝露

した可能性は否定できない。日本においても、飼料規制前に生まれた牛にお

いて、185 か月齢で BSE 陽性が確認された症例がある。また、EU 諸国にお

いても、172 か月齢以上の BSE 検査陽性牛が確認されている。 
一方、2013 年 5 月評価以降 2016 年 5 月末現在まで、64,126 頭の 2002 年

1 月以前に生まれた牛（月齢不明を含む。）がと畜され又は死亡し、検査の対

象とされたことになるが、これらに BSE 検査陽性牛は確認されていない。 
また、BSE 検査の確認年月で見ると、2009 年 1 月を最後に、現在までの 7

年間、BSE 検査陽性牛は確認されていない。 
これらの事実を踏まえると、2002 年 1 月以前に出生した牛について、今後、

定型 BSE が発生する可能性は極めて低いものと考えられる。 
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４．非定型ＢＳＥについて 

非定型 BSE は、世界で 2001 年以降、124 頭の牛に確認されており（2016
年 5 月現在）、H-BSE 及び L-BSE の発生はそれぞれ毎年数頭に限られ、そ

の発生頻度は、EU 全体では、2 歳齢以上の牛 100 万頭につき、H-BSE は 0.07
頭／年、L-BSE は 0.09 頭／年である。日本では、これまでに 2 頭の L-BSE
が確認されており、2 歳齢以上の牛 100 万頭につき、0.07 頭／年に相当する。

非定型 BSE は、定型 BSE とは異なり比較的高齢の牛で発生し、かつ低い有

病率で推移しており、孤発性に発生してきたことを示唆するものである。な

お、EFSA も同様の見解を示している。 
非定型 BSE と人の疾病との関連については、これまで、疫学的に非定型

BSE と人のプリオン病との関連を示唆する知見の報告はない。 
人への感染性に関連した実験動物における感染実験の知見については、ヒ

ト PrP を発現するトランスジェニックマウスを用いたもの又はサルを用いた

ものが報告されている。 
経口投与実験については、カニクイザルにおいて、これまでのところ、

L-BSE 感染牛脳ホモジネートの投与によっては感染が認められず、実験継続

中であるとする報告がある一方、マカク属のサル及びネズミキツネザルにお

いて、一部詳細は不明であるが、L-BSE の感染が認められたとする報告もあ

る。 
また、脳内接種実験については、H-BSE 感染牛由来の脳ホモジネートをヒ

ト PrP を発現するトランスジェニックマウスへ脳内接種しても、H-BSE の感

染は認められなかったとする報告が複数ある。また、L-BSE 感染牛由来の脳

ホモジネートをサル及びヒト PrP を発現するトランスジェニックマウスへ脳

内接種すると、感染が認められたとする報告が複数ある一方、感染が認めら

れないとする報告がある。 
 
L-BSE 感染牛のうち、臨床症状を呈する牛については、脳及び脊髄に加え、

一部の末梢神経組織、筋肉組織及び副腎に PrPSc の蓄積が認められたとする報

告が複数ある一方、末梢組織には蓄積が認められなかったとする報告も複数

ある。 
また、臨床症状を呈する前の牛 3 頭について調べたところ、脳のほか、一

部の末梢神経組織、筋肉組織又は副腎に PrPSc の蓄積が認められ、それらの組

織がウシ PrP 発現トランスジェニックマウスに対して、感染性を有すること

が、脳内接種実験において認められたとする報告がある。しかし、臨床症状

を呈する前の牛において PrPSc の蓄積が認められた末梢神経組織又は副腎の

感染力価については、当該報告において脳組織の 1/1,000 未満と推定されてお

り、筋肉組織の感染力価も、伝達されたマウスにおける伝達率及び潜伏期間

の長さから判断し、脳組織と比較して極めて低いものと考えられる。したが
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って、これらの実験に用いたマウスが高感度であること及び非定型 BSE に対

しても認められている牛と人との種間バリアの存在を考慮すると、臨床症状

を呈する前の L-BSE 感染牛については、末梢神経組織等に加え、PrPSc の蓄

積が認められなかったその他現行の SRM 以外の組織についても、食品として

摂取することによる人への感染性は極めて低いと考えられる。 
 

５．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖＣＪＤ） 

人の BSE プリオンへの感受性については、2012 年 10 月評価書において、

「ヒトプリオンたん白質を過剰発現するトランスジェニックマウスやサルを

用いた感染実験結果から、牛と人との間に種間バリアが存在することにより、

牛に比べて感受性は低い」と判断しており、2012 年 10 月評価書における評

価以降、評価結果を覆す知見は得られていない。 
 

６．まとめ 

（１）牛群のＢＳＥ感染状況及び牛におけるＢＳＥの人への感染リスク 

2013 年 5 月評価書における評価以降の発生状況を踏まえると、日本にお

いては、飼料規制等の BSE 対策が継続されている中では、今後、定型 BSE
が発生する可能性はほとんどないものとした2013年5月評価書の評価は妥

当であると考えられる。また、非定型 BSE に関しては、現在までに得られ

ている知見に基づけば、H-BSE については、実験動物への感染実験の結果

から人への感染の可能性は確認できず、EU における H-BSE の発生頻度は

2 歳齢以上の牛 100 万頭につき、年当たり 0.07 頭と極めて低い。L-BSE 感

染牛の脳組織については人への感染の可能性が否定できないが、現行の

SRM 以外の組織の感染性は極めて低いと考えられる。日本又は EU におけ

る L-BSE の発生頻度は、2 歳齢以上の牛 100 万頭につき、それぞれ年当た

り、0.07 頭又は 0.09 頭と極めて低い。また、これまでに、疫学的に非定型

BSE と vCJD を含む人のプリオン病との関連を示唆する報告はない。 
以上に基づいて、食品安全委員会プリオン専門調査会は、2013 年 5 月評

価書における評価のとおり、日本における、牛群の BSE 感染状況、BSE プ

リオンの侵入リスク低減措置（輸入規制）、増幅リスク低減措置（飼料規

制等）及び曝露リスク低減措置（食肉処理工程）に加え、牛と人との種間

バリアの存在を踏まえると、牛肉及び牛の内臓（特定危険部位以外）の摂

取に由来する定型及び非定型BSEプリオンによる vCJDを含む人のプリオ

ン病発症の可能性は極めて低いと考える。 
 

（２）評価結果 
諮問事項の（１）の BSE 検査の検査対象月齢について、現在と畜場にお

いて実施されている、食用にと畜される 48 か月齢超の健康牛の BSE 検査
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について現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小

さく、人への健康影響は無視できる。 
 
家畜への BSE の感染防御には、飼料規制が極めて重要である。飼料規制

の実効性が維持されていることを確認できるよう、高リスク牛を対象とし

た BSE 検査により、BSE の発生状況を引き続き確認することが必要である。 
また、引き続き、全てのと畜される牛に対すると畜前の生体検査が適切

に行われなくてはならない。24 か月齢以上の牛のうち、生体検査において、

運動障害、知覚障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われたもの

及び全身症状を呈するものを対象とする BSE 検査が行われる必要がある。 
なお、本評価においては、現在までに得られている知見を踏まえて評価

を行ったものであるが、非定型 BSE の知見は限られている。そのため、今

後、特に非定型 BSE に係る最新の知見についても、引き続き収集する必要

がある。 
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＜別紙：略称＞ 

略称 名称 
BASE 牛アミロイド型海綿状脳症（L-BSE と同義） 
BSE 牛海綿状脳症 
CJD クロイツフェルト・ヤコブ病 
EC 欧州委員会 

ECDC 欧州疾病予防管理センター 
EFSA 欧州食品安全機関 
ELISA 酵素標識免疫測定法 

EU 欧州連合 
H-BSE H 型牛海綿状脳症 

ID50 50%感染量 
IHC 免疫組織化学 

L-BSE L 型牛海綿状脳症 
MM メチオニン ホモ（同型）接合体 

MRM 機械的回収肉 
MV メチオニン/バリン（異型）接合体 

NCJDRSU 英国国立 CJD サーベイランス研究所 
OIE 国際獣疫事務局 
PK プロテイナーゼ K 
PrP プリオンたん白質 

PrPSc 異常プリオンたん白質 
SRM 特定危険部位 
TSE 伝達性海綿状脳症 

vCJD 変異型クロイツフェルト・ヤコブ病 
VV バリン ホモ（同型）接合体 
WB ウエスタンブロット法 

WHO 世界保健機関 
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